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G-39 精製ヒアルロン酸ナトリウム（変形性足関節症）の算定について 

 

《令和 7 年 5 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 変形性足関節症に対する精製ヒアルロン酸ナトリウム（アルツディスポ

関節注等）の算定は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 精製ヒアルロン酸ナトリウム（アルツディスポ関節注等）は、関節組織

を被覆・保護し、潤滑機能を改善するとともに、変性軟骨に浸透し、変性

変化の抑制、軟骨代謝の改善をもたらすなどの作用を有する医薬品である

が、添付文書の効能・効果は「変形性膝関節症、肩関節周囲炎」、「関節リ

ウマチにおける膝関節痛」である。 

 一方、用法は膝関節腔内又は肩関節内投与であり、「関節リウマチにお

ける膝関節痛」に対する効能又は効果に関連する注意では「膝関節以外の

使用経験はなく、他の関節については有効性・安全性が確立していないた

め本剤を投与しないこと」と示されている。 

 以上のことから、変形性足関節症に対する精製ヒアルロン酸ナトリウム

（アルツディスポ関節注等）の算定は、原則として認められないと判断し

た。 

 


